
働きたい!!
障害者の

を支えよう
～　まずは業務の一部を委託してみませんか　～

障害者の方たちの「働きたい！」を支援したいけれど、
その方法がわからずに躊躇している企業のみなさん、

県では、障害者の方が能力や特性を活かして
　　　　　　　　働くことができる職場づくりを進めています。

ご存知ですか？

働きたい！ と思っていること･･･障害者の方たちが

これはできる！
がたくさんあること･･･障害者の方たちの

施設外就労業務の一部を委託する を始めませんか？



施設外就労のしくみ

・業務の一部を障害者施設に委託する形態です。
　（労働基準法の業務請負にあたります）
・障害者の方が、企業内で、委託された業務に従事します。
　（例：パソコン入力、検品、商品仕分け、袋詰め、箱組立、清掃等）
・障害者の方への指示や指導は、障害者施設の職員が行います。

施設外就労とは・・・

業務の一部を委託

業務についての
指示・指導・賃金の支払い

委託された業務に従事

●障害者施設の職員が企業
　の意向を受けて障害者の
　方をサポート

●それぞれの能力に応じて
　業務の組み合わせも可能

企　　業 障害者施設

障害者の方

→

→

→

パターン①

パターン②

障害者の方が企業の従業員の方と別のグループで作業

障害者の方が企業の従業員の方と同じ職場で業務を分担
（※障害者の方個々人の能力に応じた働き方）

職

職

職

企業の従業員の方

障害者の方

障害者施設の職員



ここの場所は自分の担当、
きれいに仕上げるぞ！

盛付けもあと少し。
次は、配膳の準備だ！

作業の手順も
教えてもらえて安心。

手際がよくなってきたな。 お客様へのサービスも
バッチリ！

仕事を、まかせてもらえ、
自信もついたぞ。

今日もひとつもミスが
ないぞ。
この調子でがんばろう。

　障害のある方も、能力に応じて仕事を分担すれば、十分に力を発揮
することができ、会社として貴重な戦力となることがわかりました。
　私たち社員も学ぶことも多く、今後、このような働き方が、県内企業
に浸透していけばいいと思います。

　施設外就労をしている障害者の方は、作業面だけでなく、いろいろ
な部分でどんどんステップアップしていくのを感じます。
　例えば、あいさつや接遇といった対人面での気配りや、みだしなみ
などです。これらのことは、社会に出て必ず必要になってくる部分で
すが、なかなか施設内では取得できない部分でもあるので、障害者の
方にとっては、貴重な体験となって積み重なっているようです。
　一般企業への就労に意欲を見せる障害者の方もおられ、実際の就労
にも結びついています。

障害者の方が大きな戦力になります！

就職も決まったし、
がんばるぞ！

障害者施設の職員の方より

受入企業（芝政ワールド）担当者の方より



教えて！施設外就労Ｑ＆Ａ

Q-1

Q-2

障害者の方を受け入れるには、障害に対する専門的知識が必要ですか？

労務管理等は必要ですか？

Q-3 人材派遣と同じですか？

Q-4

Ａ．施設外就労では、障害者施設の職員が同行し、社員の方と障害者の方の
　　橋渡し役になるため、障害に対する専門的な知識がなくても、円滑な関係
　　づくりができます。

Ａ．派遣ではなく、障害者施設との請負契約になります。
　　障害者の方への指示や指導は障害者施設の職員が行います。

Ａ．請負作業を行う上で新たに使用する設備等について、障害者施設の職員の
　　監督の下で、技術的指導を行うことができます。

Ａ．施設外就労では、障害者の方個々人の能力に応じた働き方をするため、
　　特に障害者の方だけで行う業務を作る必要はありません。

Ａ．可能です。県では、障害者の方の一般就労を積極的に進めています。

Ａ．障害者施設との委託契約になるため、個別の雇用契約等は不要です。

障害者の方に設備の使い方などを直接説明することはできないのですか？

Q-5

Ａ．請負契約者である障害者施設の職員と、業務内容や業務時間等について    
　　打合せを行い、お互いの疑問点などについて話し合うことができます。

障害者の方がどのような業務ができるのかわからないのですが？

Q-6 障害者の方だけで行う業務がないといけませんか？

Q-7 施設外就労をしていただいた障害者の方を、将来的に直接雇用することは
可能ですか？

《お問い合わせ先》

※このパンフレットは、障害者の方の施設でデザイン・レイアウトを行い製作したものです。

福井市大手３丁目１７－１

0776-20-0339 FAX 0776-20-0639

福井県　健康福祉部　障害福祉課

☎
E-mail：syogai@pref.fukui.lg.jp


